
天理市公告第 20 号  

 

 

 

 農業経営基盤強化促進法第６条第４項及び同条第５項の規定により、

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を一部変更した

ので、同条第６項の規定により公告する。  

 

 

 

令和４年３月 24 日  

 

 

 

天理市長  並 河  健  

 

 

 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に

供する。  


